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院
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ン
サ
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ダ
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取
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踏
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規
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在
り
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に
関
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る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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池
政
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イ
ン
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案
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ま
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方
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

お
尋
ね
の
情
報
伝
達
・
取
引
推
奨
行
為
に
対
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
と

し
て
今
国
会
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
該
法
律
案
で
は
、
上
場
会
社
等
に
係
る
会
社
関
係
者
で
あ
っ
て
、
当
該
上
場
会

社
等
に
係
る
重
要
事
実
を
知
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
重
要
事
実
に
つ
い
て
公
表
が
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
前
に
当
該
上
場

会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
他
人
に
利
益
を
得
さ
せ
、
又
は
他
人
の
損
失
の
発
生
を
回

避
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
限
り
、
他
人
に
対
し
当
該
重
要
事
実
を
伝
達
し
、
又
は
当
該
売
買
等
を
す
る
こ
と
を
勧

め
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
規
制
の
対
象
と
な
る
行
為
を
明
確
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
企
業
の
必
要
か
つ

正
当
な
情
報
提
供
を
萎
縮
さ
せ
る
こ
と
」
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。


